
 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ９ 日 

国 土 交 通 省 海 事 局 

 

海上運送法施行規則の一部を改正する省令案 
に対する意見募集の結果について 

 

 

国土交通省では、令和５年５月２日から令和５年５月１６日まで、海上運送法施行

規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集を行いました。 

その結果、本件に関して、２件の御意見が寄せられました。 

お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙のと

おりまとめましたので公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に

御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．実施方法 

（１）募集期間 

令和３年５月２日（火）から令和５年５月１６日（火） 

（２）周知方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov） 

（３）意見提出方法 

電子メール及び郵送 

 

２．意見の数 

提出意見数 ２件 

 

３．お問い合わせ先 

国土交通省海事局内航課 

（代表）03-5253-8611（内線 43-422、43-414） 

 

  



 

 

別紙 
 
 

ご意見の概要及び国土交通省の考え方 
 
 

ご意見の概要 考え方 
「聴聞決定予定日の通知をするときは

検査が行われた日から」とあるが、船

舶、事業場その他の場所に臨んで行う

検査のほか、運輸局の建物内に事業者

を呼び出して検査したような場合でも

聴聞決定予定日の通知ができるように

法制度上、措置したほうがよい。 

船舶及び事業場に赴くほか、運輸局へ

事業者を呼び出して行う検査も、法第

25 条第１項に規定される立入検査と解

されます。 
そのため、運輸局へ事業者を呼び出し

て行う検査の場合でも、聴聞決定予定

日の通知を行うことが可能でありま

す。 
全体的に趣旨については特段に反対し

ないのであるが、その具体的内容につ

いても確認を行ってからの意見を行い

たいので、具体的な省令案ができたら

その新旧対照形式での提示を行っての

再度の意見公募を行っていただきた

い。 

意見公募手続の趣旨は、法令の改正内

容について事前に、広く一般から意見

を募り、その意見を考慮することによ

り、行政運営の公正さの確保と透明性

の向上を図り、 国民の権利利益の保護

に役立てることにあります。 
この点、今般の改正における具体的内

容を可能な限り明確にお示しすべく、

改正概要にて意見公募手続を行ってい

るところです。 
また、新旧対照表については、いただ

いた意見等を踏まえて作成することと

しております。 
このため、上記意見公募手続の上記趣

旨に鑑み、新旧対照表形式での意見公

募手続は行っておりません。 
 


